
１．計画策定の背景と目的

• 近年頻発している地震等の災害においては、平時の数年から数十年分に相当す
る大量の災害廃棄物が一時に発生し、その処理が自治体の大きな課題となって
いる。

• 災害発生後における生活環境の保全や公衆衛生の確保、被災地域の早期復興の
ためには、災害廃棄物の適正かつ迅速な処理が重要となる。

• 環境省が示した「災害廃棄物対策指針」(平成30年3月)では、災害廃棄物対策
を「平時の備え」「災害応急対応」「災害復旧・復興」の3つのステージに分
け、それぞれの場面で取り組むべき事項について整理し、これに基づいた災害
廃棄物処理計画の策定を各自治体に求めている。

災害廃棄物の処理をよりスムーズに進めるために、本市における基本的な
方針等を「災害廃棄物処理計画」としてとりまとめて災害に備える。
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• 本市では、これまで、一般廃棄物処理の基本的な計画として位置づけている
「一般廃棄物処理基本計画（平成28年３月）」により災害廃棄物への対応を
行うこととしていた。

鳥栖市災害廃棄物処理計画の策定について（報告）
議題３－資料１



災害対策基本法（昭和36年法律第223号）
大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）

２．計画の位置づけ

佐賀県災害廃棄物処理計画 鳥栖市災害廃棄物処理計画

佐賀県廃棄物処理計画 鳥栖市一般廃棄物処理基本計画

災害廃棄物対策指針（改訂版）
（環境省 平成30年3月）

防災業務計画（環境省、平成24年9月）

佐賀県地域防災計画

佐賀県災害廃棄物処理実行計画
（市町の事務委託を受け策定）

鳥栖市災害廃棄物処理実行計画
（被害状況に基づき必要に応じて策定）

鳥栖市地域防災計画

佐賀県 本市

災害発生後
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都道府県 市区町村

策定済
（記載あり）

未策定
（記載なし）

策定済
（記載あり）

未策定
（記載なし）

災害廃棄物処理計画 ４３％ ５７％ ２１％ ７７％

地域防災計画に記載 ８９％ ９％ ７５％ ２３％

廃棄物処理計画に記載 ８５％ １５％ ３４％ ６６％

※アンケート結果には無回答も含まれているため合計が100％にならない場合がある。

３．他自治体の策定状況
（平成28年3月時点 調査対象：47都道府県、1741市区町村）

• 佐賀県は平成29年3月に策定
• 近隣では久留米市が平成30年8月に策定
• 神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町が平成31年３月策
定予定

（参考）未策定市区町村の今後の策定予定

１～３年以内に策定予定 ５年以内に策定予定 策定時期未定

２% ２6％ 72％
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４．計画策定スケジュール

時期 内容

平成30年11月 計画（素案）の作成

平成30年12月

環境基本計画推進会議及び部会での計画（案）の検討

計画（案）の完成

議会への報告・説明

平成31年１月４日（金）
～２月４日（月）

パブリック・コメントの実施

平成31年２月 計画（最終案）の整理

環境基本計画推進会議及び部会での最終確認

平成31年３月 計画完成

環境基本計画審議会へ報告

計画公表
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